




第 4章 高齢者保健福祉施策の推進

7 8

１ 要介護等認定者数の推移

　本市の要介護等認定者数（要支援認定者及
び要介護認定者の合計数）は、平成29年10月1
日現在、44,132人です。
　今後の要介護等認定者数の推移について、
本計画ではこれまでの出現率の状況、後期高齢
者の増加などを考慮し、計画の最終年となる平
成32（2020）年には約4万9千人に増加すると
見込んでいます。

2 各年度におけるサービスの種類ごとの見込量とその確保策

　第６期計画期間（平成27年度～平成29年度）の給付実績を基本とし、それぞれのサービス種類ごとに、
要介護度別の利用状況や利用者数の増減などを分析したうえで、計画期間の各年度における要介護等
認定者数の推計値等をもとに利用量を推計しています。また、施設整備の状況により利用量が変動する
サービス（施設サービス、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護等）については、上記に
よる分析に加え、今後の整備見込みによる定員数等を勘案して推計しています。

　高齢者が適切な介護サービスを受け、高齢者を支える家族も仕事や育児などと介護を両立できるよう
に、サービスの質の確保を図りつつ、日常生活圏域におけるサービス基盤の整備を進めます。とりわけ、
認知症高齢者グループホームなどの地域密着型サービス及び特別養護老人ホームなどの施設サービス
については、地域の状況を踏まえつつ、計画的な整備に努めます。

(1) 介護サービス基盤の整備
　計画期間（平成30（2018）～32（2020）年度）内の整備量の目標は、次のとおりです。

介護サービス基盤が充実し、それを支える人材が確保されるために【方向 3】

[施策６] 介護サービス基盤の整備

　将来にわたって介護人材が確保され、サービスが安定的に提供されるよう、関係機関や団体などと連
携した積極的な人材確保のための取り組みや、質の高いサービスを提供できる人材の育成支援を進めま
す。
　また、介護従事者の負担軽減に向け、ＩＣＴの活用支援などの取り組みを進めます。

（１）サービスを担う人材の確保
①職員の処遇改善、職場環境の向上に向けた取り組みの推進
②事業者の介護人材確保に向けた取り組みの推進
③若い世代の職業意識の醸成
④介護に関する専門知識・技能の習得に向けた支援
⑤有資格者への働き掛け
⑥介護従事者の負担軽減等

（２）質の高いサービスを提供できる人材の確保
①介護人材の資質向上
②キャリアパスの確立

[施策７] 高度化する介護ニーズへ対応できる人材の確保

● 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
● 介護老人保健施設
● 認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）
● 小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所
● 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム等）

８５０人分※整備
１００人分整備
１８０人分整備
１２事業所整備
３００人分整備

＊数字は選定ベースによる

※第7期（平成30（2018）年度～平成32（2020）年度）の整備量には、第6期（平成27年度～平成29年度）中に選定
した前倒し分（180人分）を含みます。
　整備にあたっては、毎年度入居ニーズや介護人材の確保状況を十分に勘案し、各年度の必要数を定めたうえで進め
ます。
　また、特別養護老人ホーム併設短期入所生活介護（ショートステイ）からの転換や既存施設の増床といった既存施設
の活用を最大限考慮した整備手法を検討します。

仙台市の要介護等認定者数の推計

【各年度の主な介護サービス（介護予防サービス含む）の種類ごとの量の見込み】
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42,211

平成27年
（2015）

平成28年
（2016）

平成29年
（2017）

平成30年
（2018）

平成31年
（2019）

平成32年
（2020）

平成37年
（2025）

43,198 44,132 45,992 47,622 49,196

57,051

１ 居宅サービス等
（回／年）訪問介護＊

（回／年）訪問看護
（回／年）通所介護＊

（日／年）短期入所生活介護
（人／月）福祉用具貸与
（件／年）住宅改修
（人／月）居宅介護支援＊

２ 地域密着型サービス
（人／月）定期巡回・随時対応型訪問介護看護
（人／月）
（人／月）

（人／月）
（人／月）

小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
看護小規模多機能型居宅介護

（回／年）地域密着型通所介護
３ 施設サービス

（人／月）介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
（人／月）介護老人保健施設
（人／月）介護医療院、介護療養型医療施設

平成28年度
（2016）

平成30年度
（2018）

平成31年度
（2019）

平成32年度
（2020）

1,961,676
250,839
980,374
423,204
12,996
2,735
26,375

161
694
1,582
340
70

316,656

3,026
2,648
45

1,777,052
267,682
724,844
457,486
13,824
2,916
22,768

229
809
1,917
397
212

340,002

3,684
3,031

0

1,845,533
277,615
752,279
475,175
14,327
3,024
23,591

250
858
1,926
397
263

352,966

3,997
3,201

0

1,911,865
287,314
778,784
491,955
14,810
3,120
24,386

268
901
1,987
425
366

365,436

4,198
3,201

0

※平成28年度は実績、平成30年度以降は推計
＊「介護予防訪問介護」、「介護予防通所介護」、「介護予防支援の一部」については、介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）へ移行
　しています。

第 5章 介護給付対象サービス等の量の見込みとその確保策
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3 計画期間における第１号被保険者の保険料について
（１）保険給付費等から算出した保険料の基準額

　11頁の保険給付費等を基に、10頁、第6章の1「保険料段階の設定」で保険料の基準額（月額換算）
を算出すると6,283円となり、第6期計画期間（平成27年度～平成29年度 基準額は5,493円）との比
較では790円、約14.4％の増となります。主な要因は、後期高齢者の増加に伴う要介護等認定者数の
増加によるものです。

（２）介護保険事業財政調整基金の活用
　介護保険料は３年の計画期間内を通じて算定し、単年度の収支結果により剰余が生じたものを積み
立て、保険給付費等が見込みを上回った場合に充当する仕組みとなっています。その剰余分を積み立
てている基金が介護保険事業財政調整基金です。
　第７期計画期間においては、介護保険事業財政調整基金の残高のほぼ全額にあたる35億円を活用
し、保険料の上昇を抑制します。

（3）第7期計画期間の保険料の基準額
　以上により、第７期計画期間（平成30（2018）年度～平成32（2020）年度）の保険料の基準額（月額
換算）は、（１）の6,283円から390円減少し、5,893円となります。これにより、第6期計画期間との比較
では400円、約7.3％の増加となります。
　なお、実際に納めていただく保険料額は、本人の所得や世帯の状況に応じて異なります。
　（14頁参照）

● 後期高齢者数の増加
● 要介護等認定者数、サービス利用者数の増加
● 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活
介護（グループホーム）、特定施設（有料老人ホーム等）などの基盤整備の充実

● 65 歳以上の方（第１号被保険者）の負担率の引き上げ（約 22％→約 23％）

保険料増額の主な要因

5,493円

第6期

【保険料のイメージ】

第7期（軽減前）

軽減

第7期（軽減後）

基準額
（月額換算）

6,283円

790円増

基準額
（月額換算）

介護報酬改定による増

第1号被保険者の負担率の
引き上げによる増

自然増（サービス量の増）等
介護保険事業財政調整基金の活用

5,893円
基準額
（月額換算）

400円増

390円減

※ 公費により0.5→0.45に軽減しています

区分 所得
段階

基準額
に対す
る割合

年額保険料
（月額換算）

31,800円
 (2,652円)

31,800円
 (2,652円)

45,900円
 (3,830円)

53,000円
 (4,420円)

60,100円
 (5,009円)

70,700円
 (5,893円)

77,700円
 (6,482円)

88,300円
 (7,366円)

106,000円
 (8,840円)

120,200円
 (10,018円)

134,300円
 (11,197円)

148,500円
 (12,375円)

162,600円
 (13,554円)

4
本人の前年の課税年金収入額と年
金以外の合計所得金額の合計額が
120万円を超える方

0.75

0.85

1.00

1.10

対象となる方

基
準
額
よ
り
軽
減
さ
れ
る
方

1
・ 生活保護を受けている方
・ 世帯員全員が市町村民税非課税で、本人が老齢福祉年金
を受給している方

0.45※

2

世帯員全員が市町
村民税非課税で

本人の前年の課税年金収入額と年
金以外の合計所得金額の合計額が
80万円以下の方

0.45※

3
本人の前年の課税年金収入額と年
金以外の合計所得金額の合計額が
80万円を超え、120万円以下の方

基
準
額

の
方

0.65

6
本人の前年の課税年金収入額と年
金以外の合計所得金額の合計額が
80万円を超える方

5 本人が市町村民税
非課税（世帯に市
町村民税課税の方
がいる場合）で

本人の前年の課税年金収入額と年
金以外の合計所得金額の合計額が
80万円以下の方

12 本人の前年の合計所得金額が
700万円以上1,000万円未満の方 2.10

13 本人の前年の合計所得金額が
1,000万円以上の方 2.30

基
準
額
よ
り
増
額
さ
れ
る
方

本人が市町村民税
課税で

7

1.50

10 本人の前年の合計所得金額が
300万円以上500万円未満の方 1.70

11 本人の前年の合計所得金額が
500万円以上700万円未満の方 1.90

本人の前年の合計所得金額が
125万円未満の方

8 本人の前年の合計所得金額が
125万円以上200万円未満の方

9 本人の前年の合計所得金額が
200万円以上300万円未満の方

1.25

第７期計画期間（平成30（2018）年度～平成32（2020）年度）の
第１号被保険者（65歳以上の方）の保険料額

第７期計画期間（平成30（2018）年度～平成32（2020）年度）の
第１号被保険者（65歳以上の方）の保険料額

・ 実際に１回の納期で納めていただく保険料額は、納付回数が異なる（特別徴収は６回、普通徴収は10回）ことなどから、上記の金額とは
  異なります。
・ 合計所得金額は、税法上の合計所得金額 （収入から必要経費等を控除した額）から、譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた金額です。
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3 計画期間における第１号被保険者の保険料について
（１）保険給付費等から算出した保険料の基準額

　11頁の保険給付費等を基に、10頁、第6章の1「保険料段階の設定」で保険料の基準額（月額換算）
を算出すると6,283円となり、第6期計画期間（平成27年度～平成29年度 基準額は5,493円）との比
較では790円、約14.4％の増となります。主な要因は、後期高齢者の増加に伴う要介護等認定者数の
増加によるものです。

（２）介護保険事業財政調整基金の活用
　介護保険料は３年の計画期間内を通じて算定し、単年度の収支結果により剰余が生じたものを積み
立て、保険給付費等が見込みを上回った場合に充当する仕組みとなっています。その剰余分を積み立
てている基金が介護保険事業財政調整基金です。
　第７期計画期間においては、介護保険事業財政調整基金の残高のほぼ全額にあたる35億円を活用
し、保険料の上昇を抑制します。

（3）第7期計画期間の保険料の基準額
　以上により、第７期計画期間（平成30（2018）年度～平成32（2020）年度）の保険料の基準額（月額
換算）は、（１）の6,283円から390円減少し、5,893円となります。これにより、第6期計画期間との比較
では400円、約7.3％の増加となります。
　なお、実際に納めていただく保険料額は、本人の所得や世帯の状況に応じて異なります。
　（14頁参照）

● 後期高齢者数の増加
● 要介護等認定者数、サービス利用者数の増加
● 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活
介護（グループホーム）、特定施設（有料老人ホーム等）などの基盤整備の充実

● 65 歳以上の方（第１号被保険者）の負担率の引き上げ（約 22％→約 23％）

保険料増額の主な要因

5,493円

第6期

【保険料のイメージ】

第7期（軽減前）

軽減

第7期（軽減後）

基準額
（月額換算）

6,283円

790円増

基準額
（月額換算）

介護報酬改定による増

第1号被保険者の負担率の
引き上げによる増

自然増（サービス量の増）等
介護保険事業財政調整基金の活用

5,893円
基準額
（月額換算）

400円増

390円減

※ 公費により0.5→0.45に軽減しています

区分 所得
段階

基準額
に対す
る割合

年額保険料
（月額換算）

31,800円
 (2,652円)

31,800円
 (2,652円)

45,900円
 (3,830円)

53,000円
 (4,420円)

60,100円
 (5,009円)

70,700円
 (5,893円)

77,700円
 (6,482円)

88,300円
 (7,366円)

106,000円
 (8,840円)

120,200円
 (10,018円)

134,300円
 (11,197円)

148,500円
 (12,375円)

162,600円
 (13,554円)

4
本人の前年の課税年金収入額と年
金以外の合計所得金額の合計額が
120万円を超える方

0.75

0.85

1.00

1.10

対象となる方

基
準
額
よ
り
軽
減
さ
れ
る
方

1
・ 生活保護を受けている方
・ 世帯員全員が市町村民税非課税で、本人が老齢福祉年金
を受給している方

0.45※

2

世帯員全員が市町
村民税非課税で

本人の前年の課税年金収入額と年
金以外の合計所得金額の合計額が
80万円以下の方

0.45※

3
本人の前年の課税年金収入額と年
金以外の合計所得金額の合計額が
80万円を超え、120万円以下の方

基
準
額

の
方

0.65

6
本人の前年の課税年金収入額と年
金以外の合計所得金額の合計額が
80万円を超える方

5 本人が市町村民税
非課税（世帯に市
町村民税課税の方
がいる場合）で

本人の前年の課税年金収入額と年
金以外の合計所得金額の合計額が
80万円以下の方

12 本人の前年の合計所得金額が
700万円以上1,000万円未満の方 2.10

13 本人の前年の合計所得金額が
1,000万円以上の方 2.30

基
準
額
よ
り
増
額
さ
れ
る
方

本人が市町村民税
課税で

7

1.50

10 本人の前年の合計所得金額が
300万円以上500万円未満の方 1.70

11 本人の前年の合計所得金額が
500万円以上700万円未満の方 1.90

本人の前年の合計所得金額が
125万円未満の方

8 本人の前年の合計所得金額が
125万円以上200万円未満の方

9 本人の前年の合計所得金額が
200万円以上300万円未満の方

1.25

第７期計画期間（平成30（2018）年度～平成32（2020）年度）の
第１号被保険者（65歳以上の方）の保険料額

第７期計画期間（平成30（2018）年度～平成32（2020）年度）の
第１号被保険者（65歳以上の方）の保険料額

・ 実際に１回の納期で納めていただく保険料額は、納付回数が異なる（特別徴収は６回、普通徴収は10回）ことなどから、上記の金額とは
  異なります。
・ 合計所得金額は、税法上の合計所得金額 （収入から必要経費等を控除した額）から、譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた金額です。
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